
一
、
は
じ
め
に

　

病
院
機
能
評
価
事
業
は
、
一
九
九
七
年
の

事
業
開
始
か
ら
十
五
年
を
経
過
し
よ
う
と
し

て
い
る
。
そ
の
間
、評
価
体
系
は
、い
わ
ば「
病

院
の
教
科
書
」
と
し
て
病
院
活
動
の
範
囲
と

目
標
を
提
示
す
る
役
割
を
果
た
し
、
評
価
項

目
は
、
病
院
活
動
の
全
般
を
カ
バ
ー
す
る
方

向
で
精
緻
化
し
て
き
た
。Ｖ
ｅ
ｒ
．
四
・
〇
か

ら
ケ
ア
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
新
し
い
評
価
領
域

を
組
み
入
れ
、
診
療
内
容
の
評
価
も
そ
の
対

象
と
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
評
価
項

目
数
は
、Ｖ
ｅ
ｒ
．
五
・
〇
で
は
中
項
目
／
小

項
目
で
一
六
二
／
五
三
二
に
至
り
、
受
審
準

備
の
負
担
過
重
が
指
摘
さ
れ
始
め
た
。
二
〇

〇
九
年
改
定
の
Ｖ
ｅ
ｒ
．
六
・
〇
で
は
、
受

審
負
担
軽
減
の
た
め
、
項
目
を
集
約
し
中
項

目
／
小
項
目
で
一
三
七
／
三
五
二
に
減
じ
、

現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
継
続
し
て
受
審
し
て
き
た
病
院
に

お
い
て
は
、
評
価
基
準
で
求
め
て
い
る
ル
ー

ル
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
を
含
む
構
造
的
な
側
面

の
整
備
は
定
着
し
、
更
新
受
審
ご
と
の
網
羅

的
な
構
造
確
認
を
す
る
評
価
手
法
に
疑
問
が

呈
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
小
規
模
病
院
か
ら

は
、
現
行
の
統
合
版
で
は
機
能
特
性
が
反
映

さ
れ
に
く
い
と
の
指
摘
も
あ
る
。
ま

た
、
内
部
監
査
な
ど
、
自
主
的
に
医

療
の
質
改
善
活
動
の
仕
組
み
が
定
着

し
て
い
る
病
院
は
、
現
行
の
評
価
手

法
か
ら
得
ら
れ
る
有
益
性
が
実
感
で

き
ず
、
更
新
審
査
を
辞
退
す
る
可
能

性
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
財
団
法
人
日
本

医
療
機
能
評
価
機
構
（
当
時
）
内
に
、

「
病
院
機
能
評
価
方
法
の
見
直
し
検
討

会
」
が
設
置
さ
れ
、
二
〇
〇
九
年
に
、

①
期
中
の
関
与
や
支
援
、②
サ
ー
ベ
イ

ヤ
ー
の
質
の
確
保
、③
病
院
の
機
能
特

性
に
応
じ
た
評
価
方
法
、
を
骨
子
と

す
る
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
こ
れ
ら
を
受
け
、
今
般
、

評
価
体
系
の
見
直
し
の
た
め
の
具
体

的
な
検
討
が
行
わ
れ
、
新
た
な
病
院
機
能
評

価
の
枠
組
み
、
評
価
項
目
等
の
内
容
が
示
さ

れ
た
。

　

検
討
の
た
め
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、

一
、
認
定
の
枠
組
み
と
運
用
の
発
展
的
変
更

（
①
機
能
種
別
の
認
定
区
分
、②
認
定
期
間

中
の
継
続
的
改
善
活
動
の
確
認
と
支
援
、③

内
部
改
善
活
動
の
定
着
の
た
め
の
支
援
）、

二
、
評
価
内
容
の
重
点
化
（
①
構
造
面
の
評

価
項
目
の
削
減
の
検
討
、②
診
療
プ
ロ
セ
ス

と
そ
の
支
援
機
能
の
評
価
へ
の
シ
フ
ト
）
で

あ
る
。

二
、
新
た
な
病
院
機
能
評
価
の
枠
組
み

（
一
）
病
院
の
特
性
に
応
じ
た
機
能
種
別
の

設
定

　

現
在
の
統
合
版
評
価
項
目
（
Ｖ
ｅ
ｒ
．
六
・

〇
）
で
は
、
病
院
の
機
能
に
よ
ら
ず
共
通
の

評
価
項
目
体
系
に
基
づ
き
審
査
を
行
っ
て
い

る
が
、
新
た
な
病
院
機
能
評
価
で
は
、
よ
り

受
審
病
院
の
役
割
・
機
能
に
応
じ
た
評
価
を

行
う
た
め
に
、
五
つ
の
機
能
種
別
（
一
般
病

院
一
、
一
般
病
院
二
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
病
院
、
慢
性
期
病
院
、
精
神
科
病
院
）
を

設
定
し
、
各
機
能
種
別
に
応
じ
た
評
価
項
目

体
系
に
よ
り
審
査
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
た

（
図
表
一
）。

　

受
審
病
院
は
、
自
院
の
役
割
・
機
能
に
応

じ
た
機
能
種
別
を
「
主
た
る
機
能
種
別
」
と

し
て
一
つ
選
択
し
受
審
す
る
。
主
た
る
機
能

種
別
は
、
医
療
法
上
の
病
床
区
分
に
関
わ
ら

ず
、
原
則
病
床
が
最
も
多
い
も
の
を
選
択
し

て
決
定
し
、
ま
た
、
主
た
る
機
能
種
別
以
外

に
重
要
な
機
能
を
有
す
る
場
合
は
、「
副
機

能
」
と
し
て
複
数
の
機
能
種
別
を
原
則
同
時

に
受
審
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

訪
問
審
査
に
お
け
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ

い
て
も
見
直
す
。
現
在
の
統
合
版
評
価
項
目

（
Ｖ
ｅ
ｒ
．
六
・
〇
）
で
は
、
病
床
規
模
に
よ

り
二
日
間
ま
た
は
三
日
間
の
日
程
で
訪
問
し

て
い
る
が
、
新
た
な
枠
組
み
で
は
原
則
二
日

公
益
財
団
法
人
　
日
本
医
療
機
能
評
価
機
構

　
　
　
　
事
業
推
進
部
　
部
長
　
遠
矢
　
雅
史
氏

新
た
な
病
院
機
能
評
価
で
の

　
　
　
　
　
　
事
業
開
始
に
向
け
て

　11月 21 日現在、第 8回東京都病院学会の演題申し込み数は 85
演題で発表者には 11月 30 日締め切りで、抄録作成のお願いをし
ています。
　各委員会セッションでは、3つの委員会・部会から報告がありま
した。
　急性期医療委員会セッションは「新たな東京都の災害医療体制に
病院がどのように協力していくか」をテーマに東京都の災害医療体
制について東京都の担当課より基調報告を行い、続いて災害医療コ
ーディネーターの位置づけと役割、現状と問題点、今後の課題につ
いて５題の報告、最後にミニシンポジウムを行う予定です。
　看護管理部会セッションは「診療報酬改定に伴う看護部の取り組
み」をテーマに７題の演題発表を行い、その後、ミニシンポジウム
を行う予定です。
　事務管理部会セッションは、主題を「機能評価受審は、事務管理
者で決まる」とし、事務部門の役割と院内の調整等について発表し
ます。
　審査を経験した事務長とこれから新たな評価体系で受審予定の事
務長による現場の声を通して、機能評価の意義と病院職員のモチベ
ーションアップ並びに各病院の質の向上に繋げていただくためのヒ
ントを伝えたいと考えています。発表後は、参加者とのディスカッ
ションを行う予定です。

理事会報告（11月）

一般病院 2
主として、二次医療圏等の比較的広い地域
において急性期医療を中心に地域医療を支
える基幹的病院

リハビリテーション病院 主として、リハビリテーション医療を担う病院

慢性期病院
主として、療養病床等により慢性期医療を
担う病院

精神科病院 主として、精神科医療を担う病院

一般病院 1 主として、日常生活圏域等の比較的狭い地
域において地域医療を支える中小規模病院

（図表１）　機能種別の設定
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的
質
改
善
努
力
の
程
度
に
見
合
う
も
の
と

し
、
継
続
的
質
改
善
に
努
力
し
て
い
る
病
院

の
負
担
を
軽
減
す
る
予
定
で
あ
る
。

三
、
評
価
項
目
体
系
の
変
更
と

　
　
　
　
　
　
　
評
価
内
容
の
重
点
化

　

新
た
な
評
価
項
目
体
系
は
、
大
き
く
四
つ

の
領
域
に
分
類
さ
れ
る
（
図
表
三
）。
領
域

構
成
は
機
能
種
別
に
関
わ
ら
ず
共
通
で
あ
る

（
図
表
四
）。

　

第
一
領
域
「
患
者
中
心
の
医
療
の
推
進
」

で
は
、
患
者
の
視
点
に
立
っ
た
良
質
な
医
療

を
実
践
す
る
う
え
で
求
め
ら
れ
る
病
院
組
織

の
基
本
的
な
姿
勢
や
、
患
者
の
安
全
確
保
や

医
療
関
連
感
染
制
御
に
向
け
た
病
院
組
織
の

検
討
内
容
、
意
思
決
定
に
つ
い
て
評
価
す
る
。

　

第
二
領
域
「
良
質
な
医
療
の
実
践
一
」
は
、

大
き
く
二
・
一
「
診
療
・
ケ
ア
に
お
け
る
質

と
安
全
の
確
保
」
と
二
・
二
「
チ
ー
ム
医
療

に
よ
る
診
療
・
ケ
ア
」
に
分
か
れ
て
い
る
。

　

二
・
一
「
診
療
・
ケ
ア
に
お
け
る
質
と
安

全
の
確
保
」
で
は
、
例
え
ば
、
患
者
取
り
違

え
防
止
、
治
療
部
位
の
間
違
い
防
止
な
ど
の

誤
認
防
止
策
の
導
入
と
実
施
状
況
を
評
価
す

る
項
目
、
医
師
の
指
示
や
結
果
等
の
情
報
が

迅
速
か
つ
正
確
に
伝
達
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

評
価
す
る
項
目
、
各
部
署
に
お
け
る
感
染
防

止
対
策
の
実
施
状
況
や
抗
菌
薬
の
適
正
使
用

を
促
進
さ
れ
る
た
め
の
仕
組
み
と
活
動
を
評

価
す
る
項
目
な
ど
、
医
療
安
全
や
感
染
管
理

の
取
り
組
み
状
況
を
評
価
す
る
項
目
を
強
化

着
し
な
い
な
ど
の
懸
念
が
あ
げ
ら
れ
て
い

た
。
病
院
機
能
評
価
の
受
審
に
費
や
し
た
労

力
を
無
に
す
る
こ
と
な
く
、
継
続
し
て
医
療

の
質
改
善
活
動
に
取
り
組
む
た
め
に
、
新
た

な
病
院
機
能
評
価
で
は
、
認
定
期
間
中
に
病

院
の
質
改
善
努
力
を
確
認
（
以
下
、
期
中
の

確
認
）
し
、
必
要
な
助
言
を
行
う
よ
う
に
し

た
。
期
中
の
確
認
は
〝
審
査
〞
で
は
な
く
質

改
善
を
目
的
に
し
た
支
援
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
原
則
と
し
て
確
認
結
果
に
よ
り
認
定
を

留
保
す
る
こ
と
は
な
い
。
全
病
院
を
対
象
に

「
書
面
に
よ
る
確
認
」
を
実
施
し
、
希
望
に

よ
り
「
訪
問
に
よ
る
確
認
」
に
つ
い
て
も
実

施
す
る
予
定
で
あ
る
（
図
表
二
）。

　

な
お
、
期
中
の
確
認
は
、
平
成
二
十
五
年

四
月
よ
り
運
用
開
始
さ
れ
る
新
た
な
枠
組
み

に
よ
る
認
定
か
ら
三
年
目
に
適
用
す
る
こ
と

と
し
、Ｖ
ｅ
ｒ
．
六
・
〇
の
認
定
期
間
中
に
は

実
施
し
な
い
。

　

ま
た
、
更
新
審
査
は
、
こ
れ
ま
で
体
制
や

規
程
の
整
備
状
況
（
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
）
を

評
価
判
定
指
針
に
基
づ
き
一
通
り
確
認
し
た

う
え
で
、機
能
の
発
揮
／
組
織
的
な
活
動
（
プ

ロ
セ
ス
）
を
評
価
す
る
手
法
で
あ
り
、
初
回

審
査
と
の
審
査
手
法
に
は
違
い
が
な
か
っ

た
。
新
た
な
枠
組
み
で
の
更
新
審
査
は
、
初

回
審
査
お
よ
び
期
中
の
確
認
で
確
認
さ
れ
た

内
容
・
課
題
へ
の
取
り
組
み
状
況
（
変
化
の

状
況
）
に
重
点
を
置
い
て
評
価
す
る
審
査
手

法
と
し
、
初
回
審
査
と
は
方
法
等
を
変
え
て

審
査
す
る
。
更
新
審
査
は
、
初
回
審
査
時
か

ら
の
病
院
の
変
化
と
期
中
に
確
認
し
た
継
続

間
の
訪
問
審
査
と
し
、
審
査
手
順
の
効
率
化

を
図
る
。
ま
た
、
訪
問
す
る
サ
ー
ベ
イ
ヤ
ー

チ
ー
ム
の
人
数
、
構
成
に
つ
い
て
も
変
更
し
、

リ
ー
ダ
ー
の
役
割
を
見
直
し
、
診
療
・
看
護
・

事
務
管
理
サ
ー
ベ
イ
ヤ
ー
の
う
ち
一
名
が
リ

ー
ダ
ー
と
し
て
サ
ー
ベ
イ
ヤ
ー
チ
ー
ム
の
と

り
ま
と
め
を
行
う
。
複
数
の
機
能
種
別
を
同

時
に
受
審
す
る
場
合
は
、
主
た
る
機
能
種
別

の
訪
問
人
数
に
加
え
、
副
機
能
に
つ
い
て
一

定
の
経
験
・
専
門
性
を
有
す
る
診
療
ま
た
は

看
護
の
サ
ー
ベ
イ
ヤ
ー
一
名
が
加
わ
る
。
認

定
期
間
中
に
他
の
機
能
種
別
を
受
審
す
る
場

合
は
、
二
名
の
サ
ー
ベ
イ
ヤ
ー
に
よ
り
一
日

の
訪
問
審
査
を
実
施
す
る
。

（
二
）
認
定
期
間
中
の
確
認
と
新
た
な
枠
組

み
で
の
更
新
審

査
　

こ
れ
ま
で
の

病
院
機
能
評
価

で
は
、
五
年
に

一
度
の
審
査
と

な
っ
て
お
り
、

認
定
取
得
後
の

継
続
し
た
医
療

の
質
改
善
活
動

は
病
院
の
自
助

努
力
に
任
せ
ら

れ
て
い
た
。
そ

の
た
め
、
時
が

経
つ
に
つ
れ
て

医
療
の
質
改
善

活
動
に
対
す
る

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
が
低
下
、
病

院
職
員
の
異
動

等
で
医
療
の
質

改
善
活
動
が
定
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し
て
い
る
。

　

二
・
二
「
チ
ー
ム
医
療
に
よ
る
診
療
・
ケ
ア
」

で
は
、
よ
り
診
療
・
ケ
ア
の
実
情
を
確
認
す

る
た
め
に
、
患
者
が
来
院
し
て
か
ら
退
院
す

る
ま
で
の
一
連
の
経
過
（
初
診
時
の
受
け
入

れ
、
入
院
ま
で
の
対
応
、
入
院
し
て
か
ら
の

診
療
・
ケ
ア
状
況
、
退
院
後
の
対
応
な
ど
）

を
抽
出
さ
れ
た
一
人
の
患
者
の
症
例
に
沿
っ

て
評
価
し
、
日
常
行
わ
れ
る
診
療
・
ケ
ア
が

安
全
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
、
チ
ー
ム
医
療

が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
か
等
を
評
価
す

る
。

　

第
三
領
域
「
良
質
な
医
療
の
実
践
二
」
で

は
、
確
実
で
安
全
な
診
療
・
ケ
ア
を
実
践
す

る
う
え
で
求
め
ら
れ
る
機
能
が
各
部
門
に
お

い
て
発
揮
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
評
価
す
る
。

具
体
的
に
は
、
薬
剤
部
門
や
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
部
門
等
の
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
に
お
け

る
業
務
の
流
れ
に
沿
っ
た
確
認
を
行
い
、
医

療
安
全
や
感
染
管
理
等
の
実
態
に
つ
い
て
も

確
認
す
る
。

　

第
四
領
域
「
理
念
達
成
に
向
け
た
組
織
運

営
」
で
は
、
良
質
な
医
療
を
実
践
す
る
う
え

で
基
盤
と
な
る
病
院
組
織
の
運
営
・
管
理
状

況
に
つ
い
て
評
価
す
る
。
具
体
的
に
は
、
病

院
組
織
の
運
営
と
管
理
、
幹
部
の
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
を
確
認
す
る
項
目
や
職
員
に
と
っ
て

魅
力
あ
る
職
場
と
な
る
よ
う
務
め
て
い
る
こ

と
を
確
認
す
る
項
目
、
職
員
へ
の
研
修
や
能

力
開
発
を
確
認
す
る
項
目
、
経
営
管
理
や
病

院
の
危
機
管
理
に
関
す
る
項
目
な
ど
で
あ

る
。

　

全
体
と
し
て
従
来
の
体
制
、
手
順
の
整
備

等
の
構
造
的
な
内
容
を
集
約
し
、
実
効
性
の

あ
る
病
院
機
能
評
価
と
な
る
よ
う
、
機
能
の

発
揮
／
組
織
的
な
活
動
（
プ
ロ
セ
ス
）
を
重

視
し
、
患
者
が
医
療
を
受
け
る
流
れ
に
即
し

た
評
価
、
業
務
の
流
れ
に
即
し
た
評
価
が
で

き
る
よ
う
な
内
容
と
し
、
受
審
病
院
と
サ
ー

ベ
イ
ヤ
ー
間
の
双
方
向
性
を
強
調
し
た
評
価

と
な
る
。

四
、
そ
の
他

（
一
）
付
加
機
能
評
価
（
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
機
能
（
回
復
期
））
の
改
定

　

現
在
運
用
し
て
い
る
付
加
機
能
評
価
（
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
機
能
（
回
復
期
））Ｖ
ｅ

ｒ
．
二
・
〇
の
評
価
項
目
は
、
回
復
期
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
を
有
す
る
病
院
と
し

て
、
一
定
程
度
達
成
す
べ
き
水
準
を
想
定
し

構
成
し
て
い
る
。
新
た
な
病
院
機
能
評
価
で

は
、現
在
運
用
し
て
い
る
付
加
機
能
評
価
（
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
機
能
（
回
復
期
））Ｖ
ｅ

ｒ
．
二
・
〇
を
準
用
し
た
「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
病
院
」
を
機
能
種
別
の
一
つ
と
し
て

設
定
し
た
。

　

そ
こ
で
、
現
在
の
付
加
機
能
評
価
（
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
機
能
（
回
復
期
））
に
つ

い
て
は
、
よ
り
充
実
し
た
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
機
能
に
つ
い
て
評
価
を
実
施
す

る
と
改
め
、
こ
の
た
び
付
加
機
能
評
価
（
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
機
能
（
回
復
期
））Ｖ
ｅ

ｒ
．
三
・
〇
と
し
て
内
容
を
見
直
し
た
。
具

体
的
に
は
、
こ
れ
ま
で
二
名
の
サ
ー
ベ
イ
ヤ

ー
（
診
療
お
よ
び
看
護
）
で
実
施
し
て
い
た

が
、
療
法
士
の
サ
ー
ベ
イ
ヤ
ー
を
一
名
追
加

し
、
三
名
体
制
で
審
査
を
実
施
す
る
。

　

ま
た
、
評
価
項
目
に
つ
い
て
も
よ
り
プ
ロ

セ
ス
重
視
の
体
系
に
改
定
し
、
三
領
域
「
チ

ー
ム
医
療
に
よ
る
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
・
ケ
ア
の
実
施
」
で
は
、
病
院
に
カ
ン

フ
ァ
レ
ン
ス
を
実
施
し
て
も
ら
い
、
チ
ー
ム

医
療
の
実
情
や
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ケ

ア
の
内
容
等
に
つ
い
て
突
っ
込
ん
だ
意
見
交

換
を
予
定
し
て
い
る
な
ど
、
よ
り
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
・
ケ
ア
の
実
態
に
即
し
た
審
査

を
す
る
予
定
で
あ
る
。

　

新
た
な
病
院
機
能
評
価
に
お
け
る
付
加
機

能
評
価
（
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
機
能
（
回

復
期
））Ｖ
ｅ
ｒ
．
三
・
〇
は
、
回
復
期
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院
料
の
施
設
基
準

を
取
得
し
て
い
る
病
院
で
か
つ
本
体
審
査
に

お
い
て
主
た
る
機
能
種
別
ま
た
は
副
機
能
と

し
て
「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
」
を
受

審
し
た
病
院
を
対
象
に
評
価
を
行
う
。

（
二
）
ク
オ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
養
成

　

あ
ら
た
な
病
院
機
能
評
価
の
枠
組
み
改
定

に
よ
り
、
認
定
期
間
中
の
確
認
や
更
新
審
査

の
方
法
の
変
更
な
ど
、
病
院
が
継
続
的
に
質

改
善
活
動
を
実
施
す
る
こ
と
を
評
価
す
る
仕

組
み
を
構
築
し
た
。
病
院
が
継
続
的
質
改
善

活
動
を
行
う
た
め
の
支
援
策
の
一
つ
と
し

て
、
中
心
的
な
役
割
を
担
う
医
療
の
質
管
理

実
務
責
任
者
（
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
担
当

者
）
を
対
象
に
、「
ク
オ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
ャ
ー
」

養
成
を
行
う
こ
と
が
決
ま
っ
た
。

　

平
成
二
十
五
年
二
月
以
降
に
四
日
間
を
設

定
し
、
修
了
者
に
は
修
了
証
が
授
与
さ
れ
る
。

講
義
内
容
は
、
基
礎
科
目
と
応
用
科
目
に
大

き
く
分
か
れ
、
講
義
、
少
人
数
グ
ル
ー
プ
ワ

ー
ク
、
課
題
の
提
出
・
発
表
な
ど
実
践
的
な

内
容
と
な
っ
て
い
る
。
詳
細
な
内
容
や
最
新

の
情
報
は
、
今
後
、
評
価
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
案
内
す
る
予
定
。

五
、
ま
と
め

　

病
院
機
能
評
価
は
、
第
一
世
代
（
Ｖ
ｅ
ｒ
．

二
・
〇
〜
Ｖ
ｅ
ｒ
．
三
・
一
：
評
価
項
目　

一
般
病
院
Ａ
、
一
般
病
院
Ｂ
、
精
神
病
院
Ａ
、

精
神
病
院
Ｂ
、
長
期
療
養
病
院
）
を
開
発
運

用
し
、
第
二
世
代
（
Ｖ
ｅ
ｒ
．
四
・
〇
〜
Ｖ

ｅ
ｒ
．
六
・
〇
：
統
合
版
評
価
項
目
）
か
ら

ケ
ア
プ
ロ
セ
ス
審
査
導
入
を
経
て
、
こ
の
度

の
新
た
な
病
院
機
能
評
価
運
用
開
始
（
平
成

二
十
五
年
四
月
）
と
な
る
。
新
た
な
評
価
項

目
は
従
来
の
延
長
を
意
図
す
る
「
Ｖ
ｅ
ｒ
．

七
・
〇
」
で
は
な
く
、
第
三
世
代
と
し
て
の

進
化
版
「
機
能
種
別
版
評
価
項
目
３
ｒ
ｄ
Ｇ
：

Ｖ
ｅ
ｒ
．
一
・
〇
」
と
呼
ぶ
。

　

五
つ
の
機
能
種
別
（
一
般
病
院
一
、
一
般

病
院
二
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
、
慢

性
期
病
院
、
精
神
科
病
院
）
の
評
価
項
目
体

系
を
構
築
し
た
。
評
価
受
審
を
希
望
す
る
病

院
は
、
自
ら
の
役
割
・
機
能
に
最
も
適
し
た

機
能
種
別
を
選
択
し
、
選
択
し
た
機
能
種
別

に
応
じ
た
評
価
項
目
で
受
審
を
行
う
。
ま
た
、

継
続
し
た
医
療
の
質
改
善
活
動
を
支
援
す
る

た
め
に
、
認
定
後
三
年
目
に
病
院
の
質
改
善

活
動
の
実
態
を
確
認
し
、
更
な
る
質
改
善
活

動
の
推
進
を
支
援
す
る
仕
組
み
を
設
け
た
。

　

そ
し
て
評
価
項
目
は
、
従
来
の
体
制
、
手

順
の
整
備
等
の
構
造
的
な
内
容
を
集
約
し
、

実
効
性
の
あ
る
病
院
機
能
評
価
と
な
る
よ

う
、
機
能
の
発
揮
／
組
織
的
な
活
動
（
プ
ロ

セ
ス
）
を
重
視
し
、
患
者
が
医
療
を
受
け
る

流
れ
に
即
し
た
評
価
、
業
務
の
流
れ
に
即
し

た
評
価
が
で
き
る
よ
う
な
内
容
と
し
た
。

　

新
た
な
病
院
機
能
評
価
が
病
院
の
医
療
の

質
改
善
活
動
の
一
助
に
な
れ
ば
と
期
待
す

る
。

＊
紙
面
の
都
合
上
、
限
ら
れ
た
内
容
で
の
ご

紹
介
と
な
り
ま
し
た
が
、
詳
細
な
内
容
に
つ

い
て
は
、
当
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
お
よ
び
各

セ
ミ
ナ
ー
等
を
参
考
に
し
て
頂
け
れ
ば
幸
い

で
す
。
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一
、
全
国
受
審
状
況 

   

平
成
二
十
三
年
度
末
に
お
け
る
病
院
機
能

評
価
の
受
審
状
況
は
、
全
国
八
千
六
百
五
十

病
院
中
、
受
審
病
院
は
三
千
十
一
病
院
（
対

全
国
数
三
十
四
・
八
％
）、
認
定
病
院
は
二

千
四
百
三
十
七
病
院
（
対
全
国
数
二
十
八
・

二
％
）
で
あ 

っ
た
。
ま
た
、
病
床
数
で
は
、

受
審
病
院
八
十
一
万
九
千
三
百
八
十
七
床

（
対
全
国
数
五
十
一
・
四
％
）、
う
ち
認
定
病

院 

六
十
九
万
七
千
三
百
八
十
三
床
（
対
全
国

数
四
十
三
・
八
％
）
と
な
っ
て
い
る
。 

二
、
平
成
二
十
三
年
度
受
審
病
院
の

　
　
　
　
　
　
　
確
保
状
況
に
つ
い
て 

　

平
成
二
十
三
年
度
の
受
審
病
院
数
は
、
三

百
九
十
九
病
院
（
新
規
四
十
九
病
院
、
更
新

三
百
五
十
病
院
）
で
あ
っ
た
。
事
業
計
画
数

に
対
し
て
は
八
十
六
・
六
％
の
達
成
率
で

あ
っ
た
。
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
受
審
の
延

期
や
キ
ャ
ン
セ
ル
が
影
響
し
て
い
る
が
、
新

規
の
受
審
数
が
少
な
か
っ
た
こ
と
、
更
新
辞

退
数
の
増
加
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。 

三
、
認
定
病
院
数 

　

平
成
二
十
三
年
度
末
の
認
定
病
院
数
は
二

千
四
百
三
十
七
病
院
で
、
平
成
二
十
二
年
度

末
か
ら
八
十
一
病
院
減
少
し
た
。

都道府県別認定病院数 （平成24年３月31日現在）

都道府県名
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県 
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
合計

病院数
581
103
95
146
76
68
139
184
109
133
348
283
645
343
131
110
101
73
80
132
104
186
327
102
60
175
539
348
75
92
45
54
174
254
147
115
94
144
137
466
110
162
217
160
142
266
95
8,650

申請病院数
155
23
32
35
22
27
46
40
31
53
119
74
234
121
54
28
40
24
20
53
40
67
118
42
29
65
192
159
27
21
18
23
73
98
54
42
32
45
43
190
37
49
81
52
40
98
45
3,011

審査終了数
148
23
31
35
20
27
45
40
30
52
117
73
232
119
53
28
40
24
20
52
40
66
116
42
29
65
189
157
26
20
17
23
73
98
51
42
31
45
42
185
37
48
79
51
39
97
44
2,961

認定数
135
22
27
30
16
24
31
33
23
41
97
55
176
93
36
25
36
19
17
49
31
56
105
33
25
57
167
117
24
19
15
17
63
84
40
41
20
36
36
143
29
38
68
49
32
75
32
2,437

認定病院の
割合％
23.24
21.36
28.42
20.55
21.05
35.29
22.30
17.93
21.10
30.83
27.87
19.43
27.29
27.11
27.48
22.73
35.64
26.03
28.33
37.12
29.81
30.11
32.11
32.35
41.67
32.57
30.98
33.62
32.00
20.65
33.33
31.48
36.21
33.07
27.21
35.65
21.28
25.00
26.28
30.69
26.36
23.46
31.34
30.63
22.54
28.20
33.68
28.17

申請率％
26.68
22.33
33.68
23.97
28.95
39.71
33.09
21.74
28.44
39.85
34.20
26.15
36.28
35.28
41.22
25.45
39.60
32.88
33.33
40.15
38.46
36.02
36.09
41.18
48.33
37.14
35.62
45.69
36.00
22.83
40.00
42.59
41.95
38.58
36.73
36.52
34.04
31.25
31.30
40.77
33.64
30.25
37.33
32.50
28.17
36.84
47.37
34.81

平
成
二
十
三
年
度

病
院
機
能
評
価

　
　
　
　
事
業
報
告
よ
り

（
財
）
日
本
医
療
機
能
評
価
機
構

都
内
病
院
の
病
院
機
能
評
価
受
審
状
況
（
平
成
二
十
四
年
十
月
現
在
）

　
日
本
医
療
機
能
評
価
機
構
の
発
表
で
は
、
平
成
二
十
四

年
十
月
時
点
で
の
東
京
都
内
の
認
定
病
院
総
数
は
百
七
十

六
病
院
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
は
都
内
病
院
総
数（
六
百
四
十
七
病
院
）の
二
十
七
・

二
％
を
占
め
て
い
る
（
全
国
の
受
審
率
は
二
十
八
・
二
％
）。

　
一
方
、
当
協
会
会
員
病
院
（
三
百
四
十
九
病
院
）
で
認

定
を
取
得
し
て
い
る
病
院
は
百
二
十
五
病
院
で
、
会
員
病

院
の
三
十
五
・
八
％
で
あ
っ
た
。

　
ち
な
み
に
、
非
会
員
病
院
（
二
百
九
十
八
病
院
）
で
認

定
を
受
け
て
い
る
病
院
は
五
十
一
病
院
で
、
十
七
・
一
％

で
あ
っ
た
。

　
認
定
さ
れ
た
会
員
病
院
の
病
床
数
を
二
百
床
で
分
け
て

受
審
病
院
の
比
率
を
み
る
と
、
百
九
十
九
床
以
下
が
六
十

一
病
院
（
四
十
八
・
四
％
）、
二
百
床
以
上
で
は
六
十
四
病

院
（
五
十
一
・
二
％
）
と
病
床
数
が
少
な
い
こ
と
を
理
由

に
受
審
を
見
合
わ
せ
る
と
い
う
傾
向
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
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